
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（１）水；
（２） 重量％の乳漿タンパク質単離物；
（３） 炭水化物 ；
（４）ビタミン、微量ミネラルおよび極微量ミネラル
を含 、該栄養補助飲料の pH の範囲にあり、該栄養補助
飲料のカロリー密度が少なくとも 1.00kcal/mlであり、本質的に多量栄養分および脂肪の
添加のない液体栄養補助剤。
【請求項２】
すぐに供給できる形態、濃縮液体、凍結ソルベまたは再形成用粉末である、請求項１に記
載の栄養補助剤。
【請求項３】
該乳漿タンパク質単離物 重量％の範囲で存在する、請求項１に記載の栄養補助飲
料。
【請求項４】
すぐに供給できる形態において、 60RPMの♯１スピンドルを使用して 72゜ Fでブルックフィ
ールド（ Brookfiled）粘度計により測定した粘度が 15センチポアズ未満である、請求項１
に記載の栄養補助剤。
【請求項５】
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水化物 が、ショ糖、グルコース、マルトデキストリン、フルクトースおよびコーン
シロップ固体から成る群から選択される、請求項１に記載の栄養補助飲料。
【請求項６】
該栄養補助飲料の pHが、 HCl、リンゴ酸およびクエン酸の混合物によって調整される、請
求項１に記載の栄養補助飲料。
【請求項７】
炭水化物源がマルトデキストリンおよびショ糖の混合物から成る、請求項１に記載の栄養
補助剤。
【請求項８】
（１）（ａ） pH である乳漿タンパク質単離物の酸性化された水性溶液および（
ｂ） 炭水化物 の水性溶液を調製し、
（２） 水化物 の水性溶液を乳漿タンパク質の酸性水性溶液に添加して複合溶液を作
る
工程を含む、栄養補助飲料の製造法。
【請求項９】
請求項 に記載の方法に従って製造される栄養補助飲料。
【請求項１０】
供給されるカロリー密度が少なくとも 1.20kcal/mlである、請求項１に記載の液体栄養補
助飲料。
【請求項１１】
供給されるカロリー密度が少なくとも 1.25kcal/mlである、請求項１に記載の液体栄養補
助飲料。
【請求項１２】
乳漿タンパク質の酸性水性溶液を、塩酸およびリン酸から成る群から選択される少なくと
も１種の酸およびクエン酸、リンゴ酸および乳酸から成る群から選択される少なくとも１
種の酸を使用して調製する、請求項 に記載の栄養補助飲料の製造法。
【請求項１３】
（１）水；
（２） 重量％の乳漿タンパク質単離物；
（３）ショ糖および DEが少なくとも 15であるマルトデキストリンの混合物を含む炭水化物
源であって、炭水化物の 15～ 35重量％がショ糖、 65～ 85重量％がマルトデキストリンであ
る、炭水化物 ；及び
（４）ビタミン、微量ミネラルおよび極微量ミネラル
（５）香料および良好な等級の着色剤；及び
（６）塩酸、リンゴ酸およびクエン酸の混合物を含む酸系
を含み、該栄養補助飲料の pH の範囲であり、該栄養補助飲料のカロリー密度が
少なくとも 1.20kcal/mlであり、本質的に多量栄養素および脂肪の添加がない液体栄養補
助剤。
【発明の詳細な説明】

本発明は、経口栄養補助飲料の分野にある。特に、本発明は、さらっとしていて、口当た
りが満足できる透明な栄養補助剤を提供する。本発明はまた、乳漿タンパク質単離物が 10
重量％までであり、カロリー密度が少なくとも 1.0kcal/mlである透明な栄養補助剤の特定
の製造法にも関する。

栄養補助剤は、一般に、ヒトの栄養要件全てを提供するものではなく、その代わりに他の
栄養源を補助するものであるという点で、栄養的に完全な食品とは異なる。
規則正しく栄養補助剤を必要とする患者にとっては、味に飽きるのが共通の問題である。
さらに、何人かの患者、特に年配者や癌患者は、味覚異常があり、「ミルク味の」補助剤
を嫌う。本発明の飲料は、現在利用されているほとんどミルクをベースとした補助剤に代
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わるもので、ミルク味ではない。それは、ミルクをベースとした代用品に飽きたそのよう
な患者のエネルギー、タンパク質、ビタミンおよびミネラル摂取を補助するための許容可
能でさわやかな方法を表す。
本発明は、実質的に完全なタンパク質源および実質的に完全な炭水化物源を高カロリー密
度で提供する栄養補助飲料の製造に付随する多くの問題を解決するものである。本発明の
飲料はまた、ビタミン、微量ミネラルおよび極微量ミネラルも含む。本発明の飲料は、見
た目もよく（透明）、感覚器官への刺激性も快い（さらっとしていて美味しい）。
適切な量のタンパク質（例えば、タンパク質、ペプチドおよび／またはアミノ酸の形態で
）の提供において、克服すべき主な障害の一つは、 Nutriciaから市販されている Fortjuic
eおよび Freseniusから市販されている ProvideT Mのようなタンパク質に富む飲料などの従
来の製品において一般に使用されているタンパク質加水分解物の味がよくないことである
。タンパク質加水分解物は栄養補助飲料に容易に混入できるけれども、味があまり好まし
くなく、香料で完全にマスクすることは不可能である。これらの欠点のため、患者に十分
受け入れられることは困難である。代用品として、乳漿タンパク質そのままを、一般には
単離物または濃縮物の形態で、栄養補助飲料に使用することができる。乳漿タンパク質単
離物は、その機能性が独特であるため、乳漿タンパク質濃縮物および他のタンパク質源よ
りも好ましいタンパク質源である。加水分解物の味がよくないという欠点はないけれども
、乳漿タンパク質そのままでは、最も適切な物理的・組織的特性を栄養補助飲料に付与し
ながら非常に適切な量のタンパク質が提供されるように栄養補助飲料に混入することは困
難であると考えられる。乳漿タンパク質単離物はまた、加水分解された植物性タンパク質
やカゼインよりも栄養的に優れていると考えられる。
米国特許 4,992,282は、ビタミンおよびミネラル栄養価が高められた飲料または飲料濃縮
物を開示している。これらの飲料は、炭酸ガスを飽和させ得る果汁またはコーラ飲料であ
ってもよい。特にこの特許は、栄養を補充する量の鉄化合物およびカルシウム化合物の体
内吸収を高めるための糖におけるビタミンＣの使用を開示している。この特許は、口当た
りの優れた透明な製品を得るための乳漿タンパク質の使用も最終製品の pHを 2.8～ 3.3の範
囲にするという決定的必要性も示唆していない。
欧州特許 486,425は、組成物の全カロリーに対して 40～ 90％のカロリーを炭水化物として
、２～ 30％のカロリーをタンパク質として、０～ 35％のカロリーを脂肪として、０～ 17％
のカロリーを繊維として含み、それにより、タンパク質源の少なくとも 60重量％が乳漿タ
ンパク質濃縮物であり、組成物の pHが 3.5～ 3.9である液体経口栄養組成物を開示している
。 Sandoz Nutrition製の透明な液体栄養補助剤である CitriSource▲ Ｒ ▼ の製品は、この
特許の態様の市販品であると考えられる。この特許は、本発明の予期せぬかなり好ましい
結果を達成するための乳漿タンパク質単離物および 2.8～ 3.3の pHの使用に対する決定的必
要性を示唆していない。
「ミルク味の製品」を製造する従来技術と違って、本発明は、果汁様のコンシステンシー
および風味を有する透明な経口栄養補助剤を提供する。
従来技術の全ての欠点が、実質的に透明であることによって食欲をそそる外観を有し、中
身がさらっとしていて、心地よくさわやかな口当たりを付与すると同時に、かなり高いカ
ロリー密度を含む栄養補助飲料を提供する本発明によって克服される。本明細書で使用す
る「さらっとした」および「口当たり」は、製品の粘度に関する。本発明の製品は、 60RP
Mの♯１スピンドルを使用して 72゜（ 22℃）で Brookfieldにより測定した粘度が 15センチ
ポアズ未満でなければならない。
本発明の開示に鑑みて、または本発明の実施により、他の利点または他の問題に対する解
決は明らかになる。

本発明は、栄養補助飲料およびその製造法を含む。本発明はまた、本発明方法によって製
造される栄養補助飲料を含む。
本発明の栄養補助飲料は、最も広い意味において、（１）水；（２）約１～約 10重量％の
乳漿タンパク質単離物；および（３）少なくとも１種の炭水化物源を含み、好ましくは、
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炭水化物源の大部分が複合炭水化物である。複合炭水化物は、ショ糖などの単一の糖より
も栄養的に優れていると考えられる。飲料はまた、ビタミン、微量ミネラルおよび極微量
ミネラルを含み、本質的に多量栄養素の添加はない。栄養補助飲料の pHは約 2.8～約 3.3の
範囲であり、栄養補助飲料のカロリー密度は、少なくとも 1.00kcal/mlである。
本明細書で使用する「含む」とは、種々の成分が本発明の飲料および濃縮物で組合せて使
用され得ることを意味する。さらに、「本質的に含む」および「から成る」は、「含む」
に包含される。
乳漿タンパク質は、市販源によって供給され得る。好ましくは、タンパク質が乳漿タンパ
ク質単離物である。乳漿タンパク質単離物は、タンパク質が 90重量％より多く、脂肪およ
び乳糖の量は非常に低い。本発明で有用な市販の乳漿タンパク質単離物源は、 Le Sueur I
solates（ Le Sueur,ミネソタ）製の BiPRO▲ Ｒ ▼ ;Avonmore Ingredients,Inc.（ Monroe,ウ
ィスコンシン）製の Provon－ 190;および Royal Proteins,Inc.（ Rosemont,イリノイ）製の
Lacprodan 9212である。好ましくは、栄養補助飲料は、乳漿タンパク質単離物を組成物の
約３～約５重量％の範囲で有する。
炭水化物源は、栄養飲料での使用に適するどんな炭水化物源であってもよい。組成物の炭
水化物は、好ましい量のカロリーを提供する栄養的に許容可能な炭水化物源または炭水化
物源のブレンドであり得る。適する炭水化物源としては、ショ糖、グルコース、フルクト
ース、コーンシロップ固体およびマルトデキストリンが挙げられる。炭水化物成分の DE（
デキストロース当量）は、少なくとも 10、好ましくは 20以上であるべきである。栄養補助
飲料は、全炭水化物に対して約 15～ 35％のショ糖および 65～ 85％のマルトデキストリンを
含む。最も好ましくは、 25％のショ糖および 75％のマルトデキストリンである。サッカリ
ンおよびアスパルテームなどの人工甘味料も、組成物の感覚器官刺激性を高めるために使
用できる。
本発明のミネラル含量または多量栄養素含量に関しては、組成物の調製に使用される原料
に固有のもの以外は、多量栄養素を組成物に添加しないというのが本発明の一面である。
ナトリウム、カリウム、マグネシウム、カルシウム、リンおよび塩化物などのミネラルは
、製品の製造に使用される乳漿タンパク質単離物、炭水化物、水、ビタミン、微量および
極微量ミネラル中に固有に存在する。例えば、カリウムに対する固有の濃度は、約 10～ 30
0mg/100mlの範囲、最も好ましくは 20mg/100ml以下であり、一方、ナトリウムの固有レベ
ルは、約 20～ 40mg/100mlの範囲、最も好ましくは少なくとも 30mg/100mlの範囲である。こ
れらのレベルは、飲料成分に固有である。栄養飲料に前記ミネラルまたは多量栄養素を含
ませることがより栄養価が高いと考えられるが、これらのミネラルの存在は、本発明飲料
の透明性および組織構造特性を低下させる。すなわち、飲料に追加の多量栄養素を補充し
ない、または本質的にないことが本発明の一面である。
多量栄養素は、一般的に、ナトリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、塩素または塩
化物およびカリウムとして認識される。本発明の飲料は、ヨウ化カリウムなどの微量栄養
素としてでなければ、これらの要素を追加すべきでない。本発明の一面は、かなりの量の
Na、 Ca、 Mg、Ｐ、 ClおよびＫを故意に添加すると、果汁様の口当たりおよび高カロリー含
量を有する透明でさらっとした製品の好ましい特性が妨害されるという発見にある。
Ross Products Division of Abbott Laboratories製の Ensure▲ Ｒ ▼ 完全栄養剤などのミ
ルクをベースとした製品を通常消費している多くの患者は、しばしば別の風味または味覚
を希望するが、適量の栄養を維持するために必要なカロリーをさらにまだ必要とするので
、高カロリー含量は重要である。本発明の飲料は、適量のカロリー摂取を魅力的で美味し
い形状で提供する。
本発明には、乳漿タンパク質などの原料に固有の脂肪成分以外の脂肪成分はない。すなわ
ち、本発明の製品は、本質的に追加の脂肪がない。
本発明の栄養補助飲料および予備混合されるタンパク質の最終 pHは重要であり、食品等級
の HCl、リンゴ酸、クエン酸、リン酸またはそれらの混合物の添加によって調製すべきで
ある。組成物の pHの修正に好ましい酸は、塩酸（ HCl）、クエン酸およびリンゴ酸である
。これらの酸の混合物は、 10重量％までのタンパク質を含み、カロリー密度がかなり高い
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（ 1.00kcal/mlより大きい）組成物の風味、透明性および組織（口当たり）のバランスを
最良にする。酸全体の系のうち、約 20～ 40重量％が 37％の塩酸、 100％のクエン酸および 1
00％のリンゴ酸であるのが本発明では好ましい。
本発明の一面は、同時に、微量、極微量のミネラルおよびビタミンを含む、透明で粘度が
小さく（ thin）、高カロリー含量である飲料を達成することに関する。栄養剤技術におけ
る当業者であれば、どの物質が微量および極微量のミネラルを提供するかが容易に分かる
であろう。本発明で有用な極微量ミネラルの代表例は、セレン、クロムおよびモリブデン
である。本発明で有用な微量ミネラルの代表例は、鉄、亜鉛、ヨウ素、銅およびマンガン
である。
本発明のさらに別の一面は、ビタミンを含む、透明で、粘度が小さく、カロリー含量の高
い飲料を同時に達成することに関する。栄養剤技術における当業者であれば、どの物質が
ビタミンの添加に使用できるかが容易に分かるであろう。本発明で有用なビタミンの代表
例は、パントテン酸、ビオチン、ビタミン B1 2、葉酸、ビタミン B6、ナイアシン、リボフ
ラビン、チアミンおよびビタミンＣである。
本発明の製品はまた、独特の風味を有する飲料を製造するための常法を使用して炭酸ガス
を飽和させることもできる。
本発明の方法は、炭水化物部分の添加の前に pHが調整されるように乳漿タンパク質単離物
の水性溶液へ酸を添加するという重要な特徴を含む。タンパク質／炭水化物ブレンドの酸
性化は、粘度が許容できないほど高く、外観が曇っている最終製品を生じることが発明者
らによって見いだされた。添加順序も、本発明には重要である。従って、本発明方法は、
（１）（ａ）乳漿タンパク質単離物の水性溶液および（ｂ）少なくとも１種の炭水化物源
の水性溶液を調製し；（２）乳漿タンパク質の水性溶液に酸を添加して該溶液の pHを約 2.
8～約 3.3の範囲内する（乳漿タンパク質がより完全に溶解するので、乳漿タンパク質の変
性を防ぐ）という工程による栄養補助飲料の製造を含む。乳漿タンパク質単離物の pH3.5
以上への酸性化は、粘度が許容できないほど高く、外観が曇っている最終の製品を生じる
。従って、本発明の飲料が、組織上および視覚的に好ましい性質を有し、かなり高いカロ
リー粘度（ 1.00kcal/mlより大きい）を含むには、 3.5以下の pHが必要であり、好ましくは
pHは 2.8～ 3.3である。（３）酸性化した乳漿タンパク質単離物の水性溶液および炭水化物
の水性溶液を組み合わせて結合溶液を製造し；（４）結合溶液を高温短時間処理（ HTST）
にかけた後、（必要であれば）均質化して、透明でさらっとした飲料を製造する。タンパ
ク質溶液／スラリーは、 pH調整の前に均質化してもよい。
本発明の飲料は、微量ミネラル、極微量ミネラルおよびビタミン（好ましくは、水分散性
ビタミンＡ、Ｂ、ＥおよびＫプレミックスならびに脂溶性ビタミンとして）を補充すべき
である。水分散性ビタミンプレミックスは、好ましくは、タンパク質溶液を形成する最初
の工程中および酸添加の前に添加する。ビタミンＡ源は、ビタミンＡパルミチン酸塩、酢
酸塩またはβ－カロテンであり得る。
本発明の別の面は、飲料のさらっとした組織に関する。さらっとした組織構成および良好
な口当たりという目標を達成するためには、 60RPMの♯１スピンドルを使用して 72゜（ 22
℃）で Brookfield粘度計により測定される製品の粘度が 15センチポアズ未満であるべきで
あると測定された。
本発明はまた、本明細書に記載の方法に従って製造される栄養補助飲料も含む。

本発明の先の要旨に従って、下記実施例Ｉは本発明の飲料およびその製造法の一態様であ
る。実施例 II、 IIIおよび IVは、本発明の範囲外の比較例であり、本発明の重要な２、３
の要素を説明する。
本発明に従って大量の栄養補助飲料を製造するために、まず乳漿タンパク質単離物を約 12
5゜ F（ 52℃）の水に溶解する。次いで、得られたタンパク質スラリーを、適切な酸の系（
すなわち、塩酸、リンゴ酸およびクエン酸）の使用により pH範囲を 2.8～ 3.3に調整する。
飲料の炭水化物部分は、所望の炭水化物を約 175゜ F（ 79℃）の水に溶解することにより調
製する。次いで、得られた炭水化物スラリーを pH調整タンパク質スラリーに添加する。こ
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の混合物を、次いで、約 165゜ F（ 74℃）で 16秒間の高温短時間（ HTST）処理にかけた後、
2500psig（ 17,237kPa）で均質化する。
炭水化物成分の主要成分は、複合炭水化物、好ましくは、 DEが 10～ 20、好ましくは 20のマ
ルトデキストリン 75％とショ糖 25％との高マルトデキストリン含量混合物であるのが好ま
しい。 HTST処理の後、混合物を約 40゜ F（４℃）に冷却する。この混合物に、次いで、微
量ミネラル、極微量ミネラルおよびビタミンプレミックスを添加する。そのようなミネラ
ルとしては、追加の多量栄養素とみなされないヨウ化カリウムおよび／または亜セレン酸
ナトリウムが挙げられる。ビタミン、葉酸およびナイアシンアミドのプレミックスも添加
できる。着色剤および香料もビタミンＣと同様に添加できる。下記実施例は、栄養補助飲
料がどのようにしてバッチ処理され得るかを示す。

バッチ処理／加工処理（レモンライム）
1.7026kgの水をブレンドタンクに入れた。水を 125゜ F（ 51℃）に加熱し、 1080kgの乳漿タ
ンパク質単離物を添加して透明になるまで混合した。
2.タンパク質スラリーを、下記から選択した酸系を添加することにより酸性化した。
ａ） 69kgのリンゴ酸および 69kgのクエン酸を 100゜ F（ 38℃）に加熱した 300lの水に溶解し
た。この溶液をタンパク質スラリーに添加した。
ｂ） 75kgの 37％塩酸（ HCl）を 150lの冷水に希釈し、十分攪拌しながらタンパク質スラリ
ーに添加した。
3.タンパク質／酸スラリーを透明になるまで混合した後、 pH（詳細範囲 2.8～ 3.3）を調整
した（必要な場合）。
4.炭水化物混合物を、 11280kgの水をブレンドタンクに入れて 175゜ F（ 80℃）に加熱する
ことにより調製した。
ａ） 1565kgのショ糖および DEが 20の 4903kgのマルトデキストリンを添加し、透明になるま
で混合した。
ｂ） 5.732kgのミネラルおよび極微量ミネラルのプレミックスを 150゜ F（ 66℃）の 950lの
水に添加した。 1.7gの亜セレン酸ナトリウムおよび 5.3gのヨウ化カリウムを添加し、透明
になるまで混合した。この溶液を炭水化物ブレンドに添加した。
5.炭水化物／ミネラルスラリーをタンパク質／酸スラリーに添加し、５分間ブレンドした
。
6.スラリーを一緒にして次のように処理した。すなわち、 165゜ F（ 74℃）で保持時間を 16
秒として HTSTを行い、 40゜ F（ 4.4℃）に冷却して 2500psig（ 17,237kPa）で均質化した。
7.完成品を貯蔵タンクにポンプで入れる。
8.処理したバッチを次のように標準化する。
ａ）タンクに 850lの水を添加し、 100゜ F（ 38℃）に加熱する。 985gの水溶性プレミックス
、 341gのナイアシンアミドおよび 25gの葉酸を添加して混合する。この水溶性プレミック
スを完成品タンクに添加する。
ｂ） 28.3kgのレモンライム液体着色剤を 200lの冷水で希釈し、完成品タンクに添加する。
ｃ） 50.8kgのレモンライム液体香料を 200lの冷水で希釈し、完成品タンクに添加する。
9.完了したブレンドの必要パラメーターを、リリース－充填試験の前に試験する。
10.4737gのアスコルビン酸を冷水に溶解し、無菌充填の直前に完成品に添加する。

1.完成品貯蔵タンクから秤タンクに製品を移す。
2.400psig（ 2758kPa）で均質化する。
3.220゜ F（ 104℃）に加熱し、平均 20秒間保持する。
4.70゜ F（ 21.1℃）に冷却する。
5.無菌サージタンクに移し、適切な容器にその飲料を無菌的に充填する。
本発明に従って製造した栄養補助飲料は、透明でさらっとした飲料であり、口当たりがさ
わやかで、タンパク質／炭水化物栄養補助剤として有用である。これらの飲料はまた、カ
ロリー密度が比較的高く（典型的には 1.00kcal/ml以上）、タンパク質含量も比較的高い
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（典型的には約 40g/l）という利点も有する。
表Ｉは、実施例Ｉに従って達成された飲料の典型的な栄養プロフィールを示す。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
実施例 II－比較例
乳漿タンパク質単離物の使用が本発明の目的達成に重要であることを示すために実験を行
った。 3396gの水を 80゜ F（ 27℃）に加熱し、 223gの New Zealand Milk Products,Inc.製の
乳漿タンパク質濃縮物を添加して混合し、スラリーを形成した。リン酸をそのスラリーに
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添加して pHを 3.6に下げ、その混合物を 175゜ F（ 80℃）に加熱した。次いで 213gのショ糖
および DEが 20の 674gのマルトデキストリンを添加し、混合物を攪拌した。生成物を通常の
方法でさらに処理した。得られた完成品は曇っており、色も黄色であった。その実験は、
脂肪および乳糖を含む乳漿タンパク質濃縮物の使用が、透明な飲料の製造には適切でない
ことを示している。

この実験は、 2.8～ 3.3の pHが本発明の目的達成に重要であることを示すために行った。 31
17gの水を 125゜ F（ 52℃）に加熱し、 184gの乳漿タンパク質単離物（ Provon）を添加して
、透明になるまで混合した。そのタンパク質溶液の pHは、（１） 50％のリン酸を添加して
pHを 4.5に下げた後、（２） 50％のリンゴ酸／クエン酸を添加して pHを 4.0に下げることに
より調整した。その混合物を 165゜ F（ 74℃）に加熱し、 178gのショ糖および 878gのマルト
デキストリンを添加して攪拌した。次いで、ビタミン、微量ミネラルおよび極微量ミネラ
ルを添加した後、その混合物を通常の方法で処理した。得れた製品は外観が乳白色であり
、組織構成または口当たりが非常に濃厚であった。この実験は、本発明の目的達成には、
4.0未満の pHが必要であることを示す。

この実験は、炭水化物スラリーと混合する前にタンパク質スラリーを酸性化することが、
本発明の目的達成には重要であることを示すために行った。特に、この実験は、タンパク
質／炭水化物スラリーの酸性化により、許容され得ない製品が生じることを示す。
1397gの水を 125゜ F（ 52℃）に加熱し、 184gの乳漿タンパク質単離物（ Provon）を添加し
て、透明になるまで攪拌した。別の容器で、 857gの水を 175゜ F（ 80℃）に加熱し、 275gの
ショ糖および 868gのマルトデキストリンならびに微量ミネラルおよび極微量ミネラルを添
加して、透明になるまで攪拌した。次いで、タンパク質および炭水化物のスラリーを一緒
にして、５分間攪拌した。 121gのリンゴ酸および 12gのクエン酸を 50gの水に添加した。次
いで、酸溶液をタンパク質／炭水化物スラリーに添加した。次いで、 13gの 37％塩酸をタ
ンパク質／炭水化物スラリーに添加した。次いで、混合物を通常の方法で処理した。得ら
れた製品は曇っており、組織構成もわずかに濃厚であった。
この実験は、タンパク質スラリーを炭水化物スラリーと一緒にする前に酸性化することが
、さらっとした透明飲料の達成には必要であることを示す。
製品は、追加の主要ミネラルまたは多量栄養素（ Ca、 Mg、 Cl、Ｐ、Ｋ、 Na）で栄養価を高
めてもよいが、これらのミネラルの添加は、製品の組織構造および外観に悪影響を及ぼす
ことが分かった。従って、本発明の好ましい態様での製品は、使用する原料に固有の主要
ミネラル（タンパク質、炭水化物および成分水由来のものなど）をそれらの量だけ含む。
本発明の製品は、製品の組織構造および外観に好ましくない影響を及ぼすことなく、微量
および／または極微量ミネラルおよび／またはビタミンで栄養価を高めることができる。
本発明の栄養補充飲料は、すぐに消費できる形態、濃縮状、凍結ソルベ（シャーベット）
または粉末状で作ることができ、天然および／または人工の香料および／または果汁濃縮
物で風味付けできる。本発明の飲料はまた、炭酸ガスを飽和させることができる。本発明
の栄養飲料は、さらっとしており、透明であるため、口当たりがさわやかで酸味のある果
汁様で、カロリー密度はかなり高い（３～５重量％のタンパク質で、 1.00kcal/mlより大
きい）ことが分かった。
本発明の栄養補助飲料は、包装技術で使用される材料および方法に従って包装できる。
工業的応用
栄養補助剤を必要とする患者の中には、ミルク味の補助剤が単に好きでなく、または耐え
られない人がいる。そのような患者は、味に飽きている場合もあり、それが受け入れを妨
げている可能性がある。本発明の製品は、栄養失調の患者に、摂取を改善し、それによっ
て栄養状態を向上させる種々の新規栄養剤を提供する。本発明の製品は、透明な果汁様の
補助剤として高レベルのエネルギーおよびタンパク質を提供するものであり、医薬界にお
いて有用である。
本発明の製品は、次のような状態にある患者が必要な栄養補助剤として使用するものであ
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る。すなわち、病気に関連する栄養失調、短腸症候群；炎症性前腸疾患；腸フィステル；
栄養失調患者の手術前の準備；胃の全切除後の処置；嚥下障害；および難治性吸収不良で
ある。
これまでの開示により、同等物質および／またはそれらの量の置換などによる本発明の改
変は、添付した請求の範囲に示す本発明の精神を逸脱しない限り、関係分野の当業者の能
力範囲内である。
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